
 

特許取消決定取消請求事件 
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キーワード：サポート要件／課題の限定 

 

担当 弁理士 村瀬謙治 

 

１．事案の概要 

 原告の「米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品」とす

る特許権につき特許異議の申立てがあり、特許庁は、これを異議２０１６－７

００４２０号事件として審理した。特許庁は、訂正請求を認めた上で、「請求項

１～４に係る特許を取り消す。」との決定を行った。これに対して、原告は異議

決定の取消しを求めて本件訴えを提起した。 

 

２．結論 

 決定取消 

 

３．本件特許 

 発明の名称 ：米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品 

 登録番号 ：特許第５８１３２６２号 

 出願日 ：平成２７年 ３月 ５日 

 登録日 ：平成２７年１０月 ２日 

 

４．本件発明 

【請求項１】 

 米糖化物，及びγ－オリザノールを１～５質量％含有する米油を含有するラ

イスミルクであって，当該米油を０．５～５質量％含有するライスミルク。 

【請求項２】 

 さらにイノシトールを含有する請求項１に記載のライスミルク。 

【請求項３】 

 イノシトールを０．０１～０．５質量％含有する請求項２に記載のライスミ

ルク。 

【請求項４】 

 請求項１～３のいずれかに記載のライスミルクを含有する食品。 

 

５．争点 

 サポート要件の判断における課題の認定に当たり、公知技術を参酌すること

が可能か否かが争われた。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/774/087774_hanrei.pdf


 

 

６．裁判所の主な判断（下線は筆者） 

（１）特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の

範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載され

た発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又

はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のも

のであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識

に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを

検討して判断すべきものである。 

 また、発明の詳細な説明は、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段」

その他当業者が発明の意義を理解するために必要な事項の記載が義務付けられ

ているものである（特許法施行規則２４条の２）。 

 以上を踏まえれば，サポート要件の適否を判断する前提としての当該発明の

課題についても、原則として、技術常識を参酌しつつ、発明の詳細な説明の記

載に基づいてこれを認定するのが相当である。 

（２）本件明細書の発明の詳細な説明には、米糖化物含有食品であるライスミ

ルクの製造時に各種酵素を制御することなく加えると、プロテアーゼによりア

ミノ酸、オリゴペプチドが生成し、うまみ調味料様の雑味がついてしまい、用

途が限られたこと（【０００２】）、食感が滑らかで雑味がなくすっきりした味を

持つ米糖化液としてアミノ酸濃度が一定範囲である米糖化液が開発されたが、

甘味、コク（ミルク感）等の風味は十分に改善されておらず、必ずしも満足で

きるものではなかったこと、などが背景技術として記載されている。 

 その上で、発明の詳細な説明には、発明が解決しようとする課題として、「本

発明は、米糖化物含有食品のコク、甘味、美味しさ等を改善するという課題を

解決すべく鋭意研究を重ねた結果見出されたものである。すなわち、本発明は、

コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することを目的とす

る。さらに、従来牛乳や大豆を用いて製造又は調理されていた多数の食品を作

ることを可能にする食品を提供することも目的とする。」との記載がある（【０

００６】）。 

 これらの記載からすれば、本件発明は、「コク、甘味、美味しさ等を有する米

糖化物含有食品を提供すること」それ自体を課題とするものであることが明確

に読み取れるといえる。 

（３）これに対し、異議決定は、「本件発明１の課題は、本件特許明細書の『コ

ク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』（【０００６】）

との記載及び実施例（【００３１】～【００４３】）において、『コク（ミルク感）』、

『甘み』及び『美味しさ』の各評価項目について評価を行っていることから、

『コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』と認め

られる。」と、一旦は上記の通り本件発明１の課題を認定しながら、最終的なサ

ポート要件の適否判断に際しては、「本件発明１の課題は、上記ａのとおり、具



 

体的には、実施例１－１のライスミルクに比べてコク（ミルク感）、甘味及び美

味しさについて優位な差を有するものを提供することであ（る）」とその課題を

認定し直し、課題の解決手段についても、「本件発明１が課題を解決できると認

識できるためには、…実施例１－１のライスミルクに比べてコク（ミルク感）、

甘味及び美味しさについて優位な差を有することを認識できることが必要であ

る。」としている（異議決定１２頁１６～２５行）。 

（４）確かに、発明が解決しようとする課題は、一般的には、出願時の技術水

準に照らして未解決であった課題であるから、発明の詳細な説明に、課題に関

する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては、技術水準か

ら課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないではないと考えら

れる。 

 しかしながら、記載要件の適否は、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記

載に関する問題であるから、その判断は、第一次的にはこれらの記載に基づい

てなされるべきであり、課題の認定、抽出に関しても、上記のような例外的な

事情がある場合でない限りは同様であるといえる。 

 したがって、出願時の技術水準等は、飽くまでその記載内容を理解するため

に補助的に参酌されるべき事項にすぎず、本来的には、課題を抽出するための

事項として扱われるべきものではない（換言すれば、サポート要件の適否に関

しては、発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は、これに従

って判断すれば十分なのであって、出願時の技術水準を考慮するなどという名

目で、あえて周知技術や公知技術を取り込み、発明の詳細な説明に記載された

課題とは異なる課題を認定することは必要でないし、相当でもない。出願時の

技術水準等との比較は、行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである）。 

 これを本件発明に関していえば、異議決定も一旦は発明の詳細な説明の記載

から、その課題を「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供

すること」と認定したように、発明の詳細な説明から課題が明確に把握できる

のであるから、あえて「出願時の技術水準」に基づいて課題を認定し直す（更

に限定する）必要性は全くない。 

以上 


